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UNSCEAR2013年報告書（1/9） 
報告書の目的 国際機関による評価 

• 原子力事故がもたらした放射線被ばくのレベル、及びその健康影響
とリスク、さらにヒト以外の生物相への影響に関する知見の提示。 

• 線量の推定値を提示し、UNSCEARがこれまで行ってきた科学的評
価に照らして、日本国内に加え、近隣諸国でのさまざまな集団の健
康との関連を含めて議論。 

• 将来実施される可能性のある追跡調査や研究のために、どのような
知識が不足しているかを挙げる。 

目的 

国連科学委員会（UNSCEAR）2013 年報告書の第Ⅰ巻 科学的付属書「2011 年
東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響」と題する報告書の
目的は次のように述べられています。

・原子力事故がもたらした放射線被ばくのレベル、それに関連した人々に対する健
康影響とリスク、ヒト以外の生物相に対する影響に関する知見を提供することで、
主に 2011（平成 23）年と 2012 年に得た情報を評価すること。

・線量の推定値を提示するとともに、UNSCEAR が収集したデータ及び情報を使
用し、事故を含む全ての発生源に由来する放射線の健康と環境への影響について
UNSCEAR がこれまでに行ってきた科学的評価に照らして、日本国内に加え、
度合いは低くなるが近隣諸国でのさまざまな集団の健康との関連を含めて議論す
ること。

・将来実施される可能性のある追跡調査や研究のために、どのような知識が不足し
ているかを挙げること。

一方で、目的としないこととして次の二点が示されています。
・人権、公衆の健康防護、環境保護、放射線防護、緊急時に係る準備と対応、事故

の管理、原子力安全及びこれらに関連する事項についての教訓を抽出したり政策
問題を検討しない。

・地方自治体や日本政府、その他、国家機関や国際機関に対する助言を意図するも
のではない。

【報告書記載箇所】
・UNSCEAR 報告書（Annex A, p.6, 第 8 項から作成）
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UNSCEAR2013年報告書（2/9） 
公衆の被ばく線量評価の概要 

1. 評価はできるかぎり測定データに基づいて行った 

2. 事故後1年間に公衆が受けた被ばく線量を評価。対象 
は、20歳（成人）、10歳（小児）、1歳（乳児） 

3. 事故後10年間及び80歳までに被ばくする線量を予測 

4. 実測値に基づいて状況を客観的に評価するため、でき
るだけ現実に即したモデルを使用 

5. 最初の1年間に講じられた防護措置により回避された線
量も推定 

国際機関による評価 

報告書の緒言で述べられているように、国連科学委員会（UNSCEAR）は、第 58
回会合（2011（平成 23）年 5 月）において、東日本大震災後の原子力発電所事故に
よる被ばくレベルと放射線リスク評価を、じゅうぶんな情報が集まった時点で実施す
ることを決定しています。主に 2012 年 9 月までに発表された日本の都道府県データ、
政府機関によるデータ、さらに日本以外の国連加盟国により提供されたデータや文献、
国際原子力機関（IAEA）や世界保健機関（WHO）などの国際機関のデータと文献
に準拠することとされました。また、それ以降、2013 年末までに得られた重要な新
しい情報が可能な限り検討されました。

UNSCEAR 報告書の「第Ⅳ章 公衆の被ばく線量評価」の構成は次の通りです。
A. 被ばく経路、B. 線量評価のデータ、C. 公衆被ばく評価方法の概要、D. 線量評

価の結果、E. 不確かさ、F. 直接測定と他の評価の比較
なお、D. 線量評価の結果については、日本の公衆の実効線量と特定の臓器の吸収

線量について推定を行った結果を示しています。その内容構成は次の通りです。①避
難しなかった公衆の 1 年目の線量、②避難者の線量、③日本の将来的被ばく線量評価、
④他の国における被ばく線量の評価。

公衆の被ばく線量評価の少し詳しい内容は、次のページ以降で説明します。

【報告書記載箇所】
・UNSCEAR 報告書（Annex A, 日本語版 p.5, 第 3 ～ 4 項及び p.7, 第 12 項から作 

成）
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